
令和３年８月１９日 

 

令和３年度 ２学期当初の新型コロナウイルス感染防止対策について 

 

８月５日に感染警戒レベルを５「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」の発出をうけ、子ども

たちの健康を守り、学びを止めないために、今までの対策に加えて、以下のように感染防止

に努めてまいります。 

 

＜登校前＞ 

１ 朝登校前に、各家庭において健康観察、検温（記録）を必ず行っていただく。 

２ 発熱、咳、頭痛といった風邪症状等がある場合は、無理をしないで自宅で休養していた

だくか、必要に応じて医療機関を受診するようにしていただく。 

３ 長野県感染警戒レベルが２以上のときには、ご家族に風邪症状等が見られる場合にも、

登校を控えていただくようにする。 

４ 上記「２」「３」については欠席扱いとなしない。 

 

＜登校時＞ 

１ 登下校中、気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い時には、屋外で人と十分な距離を確保

できる場合には、マスクを外すように指導する。また、マスクを外す場合には、大声で

話さないように指導する。 

２ 当面の間、玄関前で職員による検温を実施する。 

３ 体調が悪い、平時より熱があるといった場合は、 

養護教諭による問診を行う。 

４ 検温後、アルコールによる手指消毒を行う。 

アレルギーのある生徒については手洗いをして 

から教室に入るように指導する。 

 

 

＜朝の健康観察＞ 

１ 生徒は各自のＩＣＴ端末を使って、その日の体温、体調に 

ついて入力する。 

２ 学年職員で入力内容を確認し、気になることがあれば養護 

教諭に連絡する。 

３ 養護教諭は全校の入力内容を確認し、気になることがあれ 

ば教頭に連絡する。 

 

登校時、検温の様子 

体温等の入力の様子 



＜教育活動＞ 

１ 飛沫が拡散しないようにマスク着用を励行する。 

２ 運動時、校庭や体育館等、十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要

ないことを指導する。 

３ 学校で気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い日には、エアコンを使用しながら、必要に

応じてマスクを外すようにする。マスクを外す場合には、できるだけ人との十分な距離

を保つ、近距離での会話を控えるようにするなど、活動内容を制限する。 

４ エアコンをしようしているときでも、常時換気を行う。 

５ 手洗いを励行する。 

【６つのタイミング】 ①咳やくしゃみ、鼻をかんだとき 

             ②外から教室に入るとき （登校後の手洗い、手指消毒 

             ③共有のものを触ったとき 

             ④掃除の後 

             ⑤給食の前後 

             ⑥トイレの後 

６ 授業では児童生徒の「接触」「密集」「近距離での活動」「向かい合っての発声」は避け、

一定の距離を保ち、同じ方向を向くようにし、また回数や時間を絞るなどして授業を実

施する。 

７ 給食準備中、給食当番以外は静かに座って待つ。 

食事中は同じ方を向き、しゃべらずに食べる。 

８ 掃除中に、大勢がよく手を触れる箇所（ドアノブ、 

手すり、スイッチなど）をアルコールで消毒する。 

９ 学年、全校といった大人数の集会は行わない。 

10 上田市教育委員会からの指示により、特別な場合を 

  除き、９月 12日(日)まで部活動を行わない。 

 

＜その他＞ 

１ 誰もが新型コロナウイルス感染症に感染するリスクがあることを前提とし、誤った知

識や不確かな情報により、不当な差別や偏見、いじめ等が行われないよう、正確な情報

を伝えたり、人権意識を高めるための指導を行ったりする。 

２ 授業参観、ＰＴＡ部会といったＰＴＡ活動は、当面の間行わない。 

 

ＩＣＴ端末を利用した始業式 

校内掲示 


